
3年以内（※1）

※2

※2　1,750＋10㎡を超える1㎡ごと100円（1㎡未満の端数切り上げ）

※　政治資金規正法第6条の届出を経た政治団体がはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示するための許可を
受けようとするときは,手数料不要。

※1　新規許可（既設利用）又は更新許可において有資格者点検を実施していない場合は1年以内。

3年以内（※1）

※　許可期間満了後も継続して設置する場合は更新手続きが必要になります。



更新許可申請（１年又は３年更新）


